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茨城県告示第1011号

次の救急医療協力診療所については, 茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則 (昭和52年茨城県規則第11

号) 第４条第１項第２号の規定により救急医療協力診療所の指定を取り消したので, 同条第２項において準用する第

３条第２項の規定により告示する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌
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茨城県告示第1012号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第２項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部中小企業及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に供

する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

三井不動産株式会社

代表取締役 岩 沙 弘 道� 住所

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ＬＡＬＡガーデンつくば

つくば市大字小野崎字千駄苅278－１番地 外� 変更しようとする事項

ア 駐輪場の位置

イ 荷捌き施設の位置

ウ 廃棄物保管施設の位置� 変更する年月日

平成17年10月１日� 変更する理由

施設の計画の変更によるため

３ 届出年月日

平成17年８月２日

茨城県告示第1013号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成17年８月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌
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名 称 所 在 地

桜井医院 下妻市下妻丁238－１

田崎内科小児科医院 笠間市下市毛161番地



１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 取手つくば線

３ 道路の区域

茨城県告示第1014号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成17年８月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 土浦坂東線

３ 道路の区域

茨城県告示第1015号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成17年８月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 取手つくば線

２ 供用開始の区間 つくば市苅間字西向1224番地先から

つくば市苅間字小丸野2104番地先まで

３ 供用開始の期日 平成17年８月22日
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

つくば市西大橋字大境579番２地先から
旧 (Ａ)

最大 54.0
6,682

最小 22.7つくば市要元弥平太字本沢137番３
地先まで

(Ａ)
最大 54.0

6,682
最小 22.7

新

(Ｂ)
最大 83.0

3,613

道路幅員計画
変更

最小 30.0

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

つくば市西大橋字町田544番１地先から
旧 (Ａ)

最大 6.0
164

最小 5.2つくば市西大橋字芝山609番１地先まで

(Ａ)
最大 6.0

164
最小 5.2

新

(Ｂ)
最大 8.0

170

迂回路設置

最小 7.0



茨城県告示第1016号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成17年８月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 取手つくば線

２ 供用開始の区間 つくば市西大橋字大境579番２地先から

つくば市要元弥平太字本沢137番３地先まで

３ 供用開始の期日 平成17年８月22日

茨城県告示第1017号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成17年８月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 土浦坂東線

２ 供用開始の区間 つくば市西大橋字町田544番１地先から

つくば市西大橋字芝山609番１地先まで

３ 供用開始の期日 平成17年８月22日

茨城県告示第1018号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第59条第１項の規定により都市計画事業を認可したので, 同法第62条第１項

の規定に基づき次のとおり告示する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称

坂東市

２ 都市計画事業の種類及び名称

岩井・境都市計画道路事業

３・４・８号 長谷藤田線

３ 事業施行期間

平成17年８月18日から

平成22年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分

茨城県坂東市岩井字城合, 字大山及び字新畑並びに辺田字御林地内� 使用の部分

なし
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(監 査 委 員)

茨城県監査委員告示第３号

茨城県監査委員事務局処務規程 (昭和47年茨城県監査委員告示第１号) の一部を次のように改正する｡

平成17年８月18日

茨城県監査委員 山 口 伸 樹

同 田 山 東 湖

同 綿 抜 剛

同 平 田 公 敏

第８条第４項中 ｢平成５年茨城県条例第２号｣ を ｢平成17年茨城県条例第１号｣ に改め, 同項の各号を次のように

改める｡� 第11条第１項の規定による個人情報保有事務登録簿の作成� 第13条第１項の規定により提出された開示請求書の受理� 第18条の規定による開示決定等及びその通知� 第19条第２項, 第20条, 第31条第２項, 第32条, 第39条第２項及び第40条の規定による決定期間の延長の決定

及びその通知� 第21条第１項及び第33条第１項の規定による事案の移送の通知� 第22条の規定による第三者に対する意見提出の機会の付与� 第28条第１項の規定により提出された訂正請求書の受理� 第30条の規定による訂正決定等及びその通知� 第34条の規定による保有個人情報の提供先への通知� 第36条第１項の規定により提出された利用停止請求書の受理� 第38条の規定による利用停止決定等及びその通知� 第41条の規定による茨城県個人情報保護審議会への諮問及び第42条の規定によるその通知� 第44条の規定により茨城県個人情報保護審議会から求められた場合の資料の作成及び提出� 第46条の規定による意見書等の提出� 第52条の規定による不服申立てについての決定及びその通知

第17条中 ｢準用し, 職員の服務に関しては, 茨城県職員服務規程 (昭和31年茨城県訓令第30号) の例による｣ を

｢準用する｣ に改める｡

付 則

この規程は, 公布の日から施行する｡

公 告

●○落札者等の公示

次のとおり落札者等について公示します｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

[掲載順序]

①落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量 ②契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在
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地 ③落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ④落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所 ⑤落札金額又は

随意契約に係る契約金額 ⑥契約の相手方を決定した手続 ⑦一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合

には, 茨城県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第４条第１項の公告又は第５条第１項の公示を行っ

た日 ⑧随意契約による場合はその理由 ⑨その他必要な事由

①電子申告連携システム構築業務委託 ②総務部税務課 水戸市笠原町978番６ ③平成17年７月１日 ④株式会社

日立製作所 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 ⑤34,182,750円 ⑥随意契約 ⑧地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１項第２号

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第７号及び第８号に掲げる書類は, 平成17年10月10

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成17年８月10日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ウィメンズネット ｢らいず｣

３ 代表者の氏名

三 富 和 代

４ 主たる事務所の所在地

茨城県水戸市備前町２番５－415号

５ 定款に記載された目的

この法人は, 女性が人としての尊厳を侵されることなく, 自立した生活を送れるように援助することにより, 女

性の地位向上と人権の確立, 男女平等社会の実現に寄与することを目的とする｡

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第７号及び第８号に掲げる書類は, 平成17年10月11

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成17年８月10日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

茨 城 県 報 第 1698 号 平成17年８月18日 (木曜日)6



特定非営利活動法人 次世代教育センター

３ 代表者の氏名

宮本 日出雄

４ 主たる事務所の所在地

茨城県取手市下高井1271番地

５ 定款に記載された目的

この法人は, 次世代を担う子どもや青少年に対して, 健全育成のための社会環境造りと子どもの育ちを支える地

域社会の創造を目指し, 豊かな成長が保証される社会の実現に寄与することを目的とする｡

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第７号及び第８号に掲げる書類は, 平成17年10月４

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成17年８月４日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 龍ヶ崎市回想法センター

３ 代表者の氏名

赤 嶺 愛 子

４ 主たる事務所の所在地

茨城県龍ヶ崎市平台５丁目９番地７

５ 定款に記載された目的

この法人は, 龍ヶ崎市及びその近隣の市民を対象とし, 回想法を核とし, 高齢者, 障害者, 及びその他困難を抱

える者に対し, 環境, 福祉のサービス活動を行うことにより, これらの者が地域社会を構成する一員として日常生

活を営み, 社会, 文化その他あらゆる分野への活動に参加する機会が与えられ, 健康で安心して暮らしていくこと

のできる地域づくりと地域福祉の増進に寄与することを目的とする｡

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第10号及び第11号に掲げる書類は, 平成17年10月３

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日
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平成17年８月２日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 くらし協同館なかよし

３ 代表者の氏名

塚 越 � 子

４ 主たる事務所の所在地

茨城県ひたちなか市大字馬渡2525番地の498

５ 定款に記載された目的

この法人は, ｢ふれあい｣ ｢生きがい｣ ｢支えあい｣ をスローガンに, ひたちなか市及びその周辺の市民を対象と

しすべての人々が安心して暮らせるまちづくりを目ざし, 住民が主体となって高齢者や障害者の健康維持と介護予

防に関する事業, 高齢者や障害者と市民の交流, 助け合い, 生きがいづくりに関する事業, 地域産業の支援と地産

地消の活動, 安全な食を守る活動に関する事業を行い, 地域福祉の増進と活力あるまちづくりに寄与することを目

的とする｡

●○特定非営利活動法人の定款変更認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の定款変更認証

申請について, 次のとおり申請があったので, 同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該定款変更認証申請に係る同項に規定する書類は, 平成17年10月３日まで, 茨城県生活環境部生活文化課

県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において公衆の縦覧に供する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成17年８月１日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ふじしろ福祉の会

(設立認証：平成13年３月29日, 設立：平成13年４月２日)

３ 代表者の氏名

遠 藤 俊 夫

４ 主たる事務所の所在地

茨城県取手市椚木352番地25

５ 定款に記載された目的

この法人は, 少子高齢化が急速に進む現代社会にあって, 藤代町及びその近隣の市民を対象とし, 高齢者, 障害

者, 子育てなど困難を抱える家庭への福祉サービス活動を通して, 健康で安心して暮らしていくことのできる地域

づくりをめざし, 福祉の増進に寄与することを目的とする｡

●○平成18年度茨城県県立職業能力開発校訓練生の入学選考

茨城県県立職業能力開発校訓練生 (短期課程一般コース) の入学者選考試験について, 次のとおり実施する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 訓練科, 訓練生の定員及び訓練期間
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� 推薦入学者選考試験における推薦入学者定員数については, 上記定員の50パーセントを上限として, 各産業技

術専門学院長が各訓練科ごとに別に定める｡

２ 受付及び選考の場所

入学を希望する各産業技術専門学院

３ 選考の方法� 推薦入学者選考試験

� 一般入学者選考試験
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コ ー ス 一 般 コ ー ス

校 名 区 分 訓 練 科 名 定 員 訓 練 期 間 訓練開始月

茨 城 県 立 鹿 島 産 業

技 術 専 門 学 院
金 属 加 工 科 20 人 １ 年 ４ 月

茨 城 県 立 筑 西 産 業

技 術 専 門 学 院
溶 接 科 20 人 １ 年 ４ 月

茨 城 県 立 三 和 産 業

技 術 専 門 学 院
板 金 科 20 人 １ 年 ４ 月

合 計 60 人

項 目 内 容

応 募 資 格

次の条件のすべてに該当する者であって, 中学校長又は中等教育学校長が推薦する者
１ 平成18年３月に学校教育法 (昭和22年法律第26号) による中学校卒業見込みの者又は
中等教育学校の前期課程を修了見込みの者
２ 学院を進路志望先の第１位と考えている者
３ 希望訓練科の目的を理解し, 入学意志が強く, 将来技術者として活躍を希望する者
４ 人物が優れ, 当該学院に入学後, 訓練等について, 成果が期待できると認められる者

受 付 期 間 平成17年12月２日 (金) ～平成17年12月16日 (金)

選 考 日 平成18年１月13日 (金)

合格発表日 平成18年１月20日 (金)

選 考 内 容
中学校長又は中等教育学校長から提出された推薦書及び調査書並びに面接の結果を総合的
に判断して合否を決定する｡

備 考
推薦入学者選考試験で選考にもれた者は, 新たに手続をして一般入学者選考試験に応募す
ることができる｡

項 目 内 容

応 募 資 格
学校教育法による中学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者 (平成18
年３月卒業見込み又は修了見込みの者を含む｡) 若しくはこれと同等以上の学力を有すると
認められる者

受 付 期 間 平成18年１月27日 (金) ～平成18年２月28日 (火)

選 考 日 平成18年３月７日 (火)

合格発表日 平成18年３月14日 (火)

選 考 内 容
１ 筆記試験 (国語, 数学)
２ 面接

備 考 この選考において定員に満たない訓練科については, 必要に応じ追加選考を行う｡



●○公共測量の終了

測量法 (昭和24年法律第188号) 第５条の規定に基づく公共測量を次のとおり終了した旨通知があったので, 同法

第39条の規定において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 測 量 機 関 北茨城市

２ 作業の種類 公共測量 (地籍調査に伴う基準点測量)

３ 作業終了日 平成17年７月31日

４ 作 業 地 域 北茨城市北部地域

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

下妻市大字加養字塚浜3193番１, 同番２, 同番３, 同番４, 同番５, 同番６, 同番７, 同番８, 3195番, 3196番,

大字新堀字山王北22番, 23番１

２ 事業主の住所及び氏名

下妻市大字本城町２丁目39

矢田部商事株式会社

代表取締役 矢田部 勲

●○道路の位置の指定

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第５号に規定する道路の位置を次の通り指定した｡

平成17年８月18日

茨城県知事 橋 本 昌

●○軽油引取税に係る免税証の無効

次の軽油引取税免税証は, 平成17年６月２日以降無効とする｡

平成17年８月18日

茨城県土浦県税事務所長 忽 滑 谷 隆
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指定番号 指定年月日
申 請 者

道路の位置
道路の幅員及び延長

氏 名 住 所 幅 員 延 長

北総建指令 メートル メートル

第 497 号 平成17年８月９日 高橋 光昭
西茨城郡友部町大字
住吉1224番地１

西茨城郡友部町大字住
吉字澤頭1196番47, 同
番48, 同番49

4.05 29.61



正 誤

平成17年８月４日付け茨城県報第1694号中次のとおり誤りがあったので訂正する｡
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用 途 種 類 記号及び番号 枚数 有 効 期 間 販売業者の所在地及び氏名

Ｈ627339 平成16年12月20日
牛久市中根町462－１

船舶 200リットル ～ ２枚 ～

Ｈ627340 平成17年６月９日
紅陽フリート株式会社

ページ 行 誤 正

９ 上から21 県道 一般国道
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